
＜地方独立行政法人法（抜粋）＞ （平成十五年七月十六日法律第百十八号） 

（中期目標） 

第二十五条 設立団体の長は、三年以上五年以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき業務運営

に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しな

ければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める期間をいう。以下同じ。) 

二 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

三 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

四 財務内容の改善に関する事項 

五 その他業務運営に関する重要事項 

３ 設立団体の長は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴

くとともに、議会の議決を経なければならない。 

 

（借入金等）  

第四十一条  地方独立行政法人は、認可中期計画の第二十六条第二項第四号の短期借入金の限度額の範

囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして設立団体の長の認可

を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。  

２  前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のた

め償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、設立団体の長の認可を受けて、

これを借り換えることができる。  

３  前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。  

４  設立団体の長は、第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、

評価委員会の意見を聴かなければならない。  

５  地方独立行政法人は、長期借入金及び債券発行をすることができない。ただし、設立団体からの長期借

入金については、この限りでない。 
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